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建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転
じ、令和３年度は約63兆円となる見通し（ピーク時から約25％減）。

○ 建設業者数（令和３年度末）は約48万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約21％減。

○ 建設業就業者数（令和３年平均）は485万人で、ピーク時（平成９年平均）から約29％減。
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出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については平成30年度（2018年度）まで実績、令和元年度（2019年度）・令和２年度（2020年度）は見込み、令和３年度（2021年度）は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値
注４ 平成27年（2015年）産業連関表の公表に伴い、平成27年以降建築物リフォーム・リニューアルが追加されたとともに、平成23年以降の投資額を遡及改定している



産業別月間総実労働時間（パートタイム労働者を除く）
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建設業の労働時間は令和２年まで減少傾向で推移していたが、令和３年に微増している。
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調査産業計

建設業

製造業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）事業所規模5人以上



労働基準法における労働時間の規定
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労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされている（「法定労働時間」という。）。

また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされている（「法定休日」という。）。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、

労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結

所轄労働基準監督署長への届出

が必要となる。

 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければならない。

労働時間の規定



36協定届の記載例（様式第９号）
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働き方改革関連法により改正された労働基準法における
時間外労働の上限規制の概要

限度時間
１か月４５時間

１年３６０時間など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間以内（休日労働含む）
・月100時間未満（休日労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで
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時間外労働の上限規制のイメージ

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）により改正された労働基

準法（昭和22年法律第49号）において、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間（限度時間）

とされ、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80

時間以内（休日労働含む）とされた。

※限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年６か月が限度。

※平成31年４月１日施行／中小企業は令和２年４月１日施行／一部、令和６年３月31日まで適用猶予あり。

※働き方改革関連法前は、大臣告示により限度時間等を定めていたが、臨時的で特別な事情がある場合においては、

同告示には時間外労働の上限は定められていなかった。



上限規制の適用が猶予となる事業・業務

※ 建設事業及び自動車運転の業務については、働き方改革関連法施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ、上限規制の特例の廃止について引き続き検討するものとされている
（働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 附則第12条第２項）。

事業・業務
猶予期間中の取扱い

（2024年３月31日まで）
猶予期間終了後の取扱い
（2024年４月１日以降）

建設事業（※）

上限規制は適用されません。

●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

●災害の復旧・復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、

月100時間未満

２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。

自動車運転の業務（※） 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間とな

ります。

時間外労働と休日労働の合計について、

月100時間未満

２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。

時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月までとする規制は適

用されません。

医業に従事する医師 ●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大

1,860時間となります。

●時間外労働と休日労働の合計について、

２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。

時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月までとする規制は適

用されません。

●医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

※２ 医業に従事する医師の一般的な上限時間（休日労働含む）は年960時間/月100時間未満（例外

的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある）。

地域医療確保暫定特例水準（Ｂ・連携Ｂ水準）又は集中的技能向上水準（Ｃ水準）の対象の医

師の上限時間（休日労働含む）は年1,860時間/月100時間未満（例外的に月100時間未満の上限

が適用されない場合がある）。

鹿児島県及び沖縄県におけ
る砂糖製造業

時間外労働と休日労働の合計について、

月100時間未満

２～６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。

●上限規制がすべて適用されます。
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働き方改革関連法附帯決議
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二 時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、当該業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁

横断的に実施して労働時間の短縮を図り、上限規制の適用に向けた環境の整備を進めること。特に、自動車運転業

務については、長時間労働の実態があることに留意し、改正法施行後五年後の特例適用までの間、過労死の発生を

防止する観点から改善基準告示の見直しを行うなど必要な施策の検討を進めること。

衆議院附帯決議（平成3 0年５月2 5日）（抄）

二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時

間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転

業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定

を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は最小限に

抑制すべきことについて指針に明記し、当該労使に周知徹底を図るとともに、とりわけ中小企業に対し、その達成

に向けた労使の取組を政府として適切に支援すること。

六、時間外労働時間の上限規制が五年間、適用猶予となる自動車運転業務、建設事業、医師については、その適用猶

予期間においても時間外労働時間の削減に向けた実効性ある取組を関係省庁及び関係団体等の連携・協力を強化し

つつ、推し進めること。

参議院附帯決議（平成3 0年６月2 8日）（抄）

働き方改革関連法の附帯決議においても、過労死等の防止の観点から、適用猶予後の建設事業についても、

労働時間を短縮し時間外労働を原則水準に収める努力をすべきであることとされている。



２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

１ 事業の目的

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業（建設業に特化した相談窓口を設置）

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し着実に実施することが必要であるため、 47都道府県の都道府県センター及び全国セン

ターから成る「働き方改革推進支援センター」を設置し、

○ 労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施

○ 企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施

○ 働き方改革全般に係る先進的な取組事例の収集や周知啓発及び総合的な情報発信

などの支援を行う。

・来所、電話・メールによる働き方改
革全般の相談を受付 都道府県センター

商工団体・市区町村等

・働き方改革全般に関するセミナーの実施

中小企業等

・専門家研修の実施
（働き方改革関連法、職務分析・職務評
価、建設業等専門業種の労務管理等）
・建設業等専門業種へのコンサルティ
ングの助言

全国センター

・先進的な取組事例の収集、働き方改革特設サイトの運営等
の周知啓発・総合的な情報発信

・中小企業等の求めに応じ、訪問・オンラ
インコンサルティングを実施
・働き方改革全般に関するセミナーの実施

建設業等専門業種に特化
した相談窓口で相談を受付

実施主体：国から民間業者へ委託
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働き方改革推進支援センター
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建設業・情報サービス業専用の総合相談窓口

★ 以下の４つの取組をワンストップで支援します。

① 長時間労働の是正

② 同一労働同一賃金等非正規雇用労働者

の待遇改善

③ 生産性向上による賃金引上げ

④ 人手不足の解消に向けた雇用管理改善

建設業・情報サービスの事業者の方専用の、労働時間の削減

をはじめとした、「働き方改革」に関する様々な課題に対応す

る総合相談窓口を開設しています。

それぞれの業界に知見のある社労士等の労務管理の専門家が、

電話またはメールにより中小企業事業主の方からの相談に応じ

ています。

全国センター事業

０１２０－９３６－７７８
（受付時間：平日9:00～17:00）

＜ ご利用いただけるサービス＞

電話相談、メール相談、

企業への訪問相談サービス、

オンラインコンサルティング

就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の

活用など、『働き方改革』に関連する様々なご相談に総合的に

対応し、支援することを目的として、全国47都道府県に設置し

ています。

例えば、
以下のようなことを
総合的に検討して支援！

・弾力的な労働時間制度

・業種に応じた業務プロ
セス等の見直し方法

・利用できる国の助成金

埼玉働き方改革推進支援センター



【成果目標と助成上限額※１ 】
以下の何れかを１つ以上実施し、達成した成果目標に応じて以下の助成上限額となる。
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
月80時間超の36協定を月60時間以下に協定：250万円※２

②所定休日の増加
４週４休から４週８休まで、所定休日が１日増加するごとに25万円(最大100万円）

※１ 上記に加え、賃金を３％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて助成金の上限額を更に15万円～最大150万円加算（５％以上の場合は、24万円～最大240万円加算）。

※２ 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減幅によって以下の助成上限額となること。

月80時間超の36協定を月60時間超から80時間以下に協定：150万円／月60時間超から80時間以下の36協定を月60時間以下に協定：200万円

【助成対象となる取組】
就業規則等の作成・変更費用、労務管理担当者等への研修費用、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等
の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等の労働時間短縮や生
産性向上に向けた取組に必要な経費

２ 事業の概要

１ 事業の目的

働き方改革推進支援助成金

計画に基づき労働時間の削減等に向けた取組を実施。 変更した36協定を届出することで成果目標を達成。

都道府県労働局に支給申請 → 助成上限額の範囲内で、取組にかかった費用の３/４を助成。

※都道府県労働局長の交付決定

36協定の時間外・休日労働時間数の削減等の成果目標を達成するため、労働能率増進に資する設備・機器等の導入等による
の労働時間の削減等に向けた取組を計画し、都道府県労働局に交付申請。

①環境整備のための取組の計画

②取組の実施、成果目標の達成

③助成金の支給

生産性向上に向けた設備投資などの取組に係る費用を助成し、労働時間の削減や所定休日の増加等に向けた環境整備に取り組
む中小企業事業主を支援する。

（R５年度新設予定の適用猶予業種等対応コースを建設業が利用する場合）

令和５年度予算案（令和４年度当初予算額）：68億円（66億円）

【支給までの流れ】
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令和５年度「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース
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